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典型的な通訳案内士の業務のイメージ

（集合時）
■ ツアー行程における見所に関する背景やつながりを説明
■ これから訪れる観光地について、地理、歴史、文化等の紹介を交えながら詳しく説明
■ 日本の硬貨、お札を説明する際に、印刷された人物や建物について解説

（移動中）
■ 車窓から見える風景について、単に地図等に記載してあるその事物の名称を伝えるにとどまらず、その内容、

背景等を説明
■ 車窓から見える施設等について、それにまつわる歴史、文化等を交えて説明

（目的地）
■ 観光地において、単に地図等に記載してあるその事物の名称を伝えるにとどまらず、その内容、背景等を説明
■ 旅行者から個別の依頼に応える形で、案内板に記載された観光施設に関する説明を翻訳して伝えるに

とどまらず、自らの知識に基づく説明と併せて説明

（宿泊時）
■ ホテルや旅館の利用方法を伝えるにとどまらず、その建物の内容やできた背景等を説明
■ 旅館システムの歴史、特徴を説明

（食事）
■ 箸の使い方や食事のマナー、料理に使われている材料の内容を教えるにとどまらず、個別の料理の効果や

それができた理由等を説明
■ 料理の食材や調理方法の説明に付随して、歴史、文化等について説明
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通訳案内士制度

通訳案内士の制度を定め、その業務の適正な実施を確保することにより、外国人観光旅客に対する接遇の向上
を図り、もって国際観光の振興に寄与することを目的とする。

通訳案内士試験（全国）
国交省実施ＪＮＴＯ代行
【一次】筆記試験
①外国語
（英語(s24~)、フランス語(s26~) 、スペイン語
(s30~) 、ドイツ語(s34~) 、中国語(s34~) 、イタ
リア語(s35~) 、ポルトガル語(s36~) 、ロシア語
(s37~) 、韓国語(s60~) 、タイ語(H18~) ）
②日本地理
③日本歴史
④産業、経済、政治及び文化に関する一般常
識
※海外（ソウル、香港、台北、北京）でも実施

【二次】口述試験
筆記試験に合格した者につき、通訳案内の

実務について行う。
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地域限定通訳案内士試験（各都道府県）
各都道府県実施
（平成１９年度試験～）
【一次】筆記試験
①外国語
②当該都道府県の区域に係る地理
③当該都道府県の区域に係る歴史
④当該都道府県の区域に係る産業、経済、
政治及び文化
【二次】口述試験
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①
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＜通訳ガイドの質の向上＞
■通訳ガイドスキルアップ・
プログラムの構築
（平成１９年３月）

＜活動機会の拡充＞
■通訳ガイド検索システム
の導入（平成１８年９月）

＜無資格ガイド対策＞
■通訳ガイド制度周知強化
週間の実施
（平成１７年５月）

〈通
訳
ガ
イ
ド
の
量
の
拡
大
〉

※通訳案内士は「通訳案内士法」、地域限定通訳案内士は「外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律」による。 -２-



（通訳案内士でない者の業務の制限）
第三十六条 通訳案内士でない者は、報酬を得て、通訳案内を業として行つてはならない。
（名称の使用制限）
第三十七条 通訳案内士でない者は、通訳案内士又はこれに類似する名称を用いてはならない。

業務独占と名称独占

「有資格者以外は当該業務に従事することを禁じることにより、資格者に対して業務を独占させるとともに業務上の一定
の義務化を課する資格」（臨時行政改革推進審議会資料より）

特別の知識又は技能を必要とし、法令により一定の資格を有しなければならないこととされている職業については、そ
の資格を有しない者が当該職業の名称を使用することを禁止し、公衆の保護を図る例が多い（法令用語辞典）

「災害の防止や作業の円滑な実施等を通じ、労働者や国民一般の生命・財産・安全の確保、生活環境の保全等の社会
的利益の実現を目的」とし、「専門性・技術性の高い分野・業務について、特定の公的資格者を有する者等の配置を義
務付ける」もの。（行政改革推進本部規制改革委員会資料より）

例）医師、公認会計士、不動産鑑定士等

例）マンション管理士、社会福祉士、介護福祉士等

例）宅地建物取引主任者、旅行業務取扱管理者等
-３-

１．通訳案内士法

２．他の資格の例

（１）業務独占資格

（２）名称独占資格

（３）その他
必置資格



地域限定通訳案内士制度の概要

外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律

地域限定通訳案内士の業務：地域限定通訳案内士は、その資格を得た都道府県の区域におい
て、報酬を得て、通訳案内を行うことを業とする（法第１１条第１項）

地域限定通訳案内士試験（各都道府県）（法第１５条）
【一次】筆記試験

一 外国語
二 当該都道府県の区域に係る地理
三 当該都道府県の区域に係る歴史
四 当該都道府県の区域に係る産業、経済、政治及び文化

【二次】口述試験

＜導入都道府県＞
平成１９年度：４県（岩手、静岡、長崎、沖縄）
平成２０年度：２道県（北海道、栃木）

地域限定通訳案内士試験：地域限定通訳案内士試験の実施に関する事項を含む外客来訪促進計画につい
て、国土交通大臣の同意が得られた国土交通大臣の同意が得られた場合、都道府県において実施する。（法第１４条第２項）

【同意要件（法第４条第３項第５号）】
ｲ）外国人観光旅客の需要に応ずるに足りる適当な通訳案内士が不足しているため、地域限定通訳案内士の育成及び確保を図る必要
があると認められる地域であること。
ﾛ）当該地域限定通訳案内士試験が、円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

-４-



海外試験の概要

海外試験の実施（ソウル市、北京市、香港及び台北市）（平成１８年度試験～）
→ 最終合格者：平成１８年度：７０名、平成１９年度：２３６名、平成２０年度：１４８名

１次試験
（札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、京都府、広島
市、福岡市、那覇市、ソウル市、北京市、香港、台北
市（ただし、ソウル市では韓国語のみ、北京市、香港
及び台北市では中国語のみ実施）で実施）

２次試験
（東京都、京都府及
び福岡市で実施）

登録
（非居住者は代理人
による登録が必要）

■通訳案内士法施行規則

（非居住者の代理人）
第十三条 本邦内に住所を有しない者（以下「非居住者」という。）は、通訳案内士の登録を受ける場合には、本邦内に住所

を有し、当該非居住者と業務上密接な関係を有する者であつて、通訳案内士の登録に関する一切の行為につき、当該非居
住者を代理する権限を有するもの（以下「代理人」という。）を定めなければならない。

＜導入の経緯＞
■アジアからの訪日外国人旅行者が増加する中で、中国語・韓国語分野の有資格通訳案内士の数の不足、手配の困難性、
ニーズとのミスマッチが指摘
■効率的に中国語・韓国語の有資格通訳ガイドを確保するためには、外国人の活用も検討する必要
■海外在住受験者の利便性を図るため、受験者の居住国における通訳案内士試験を実施

※韓国語は平成２１年度試験より
京都府及び福岡市でも実施

-５-



通訳ガイド検索システム

通訳ガイド検索システム導入による需要と供給のマッチング（平成１８年９月～）

■ 全国の有資格通訳ガイドの中から、地域、分野、言語、その他条件で旅行者等のニーズのあった
通訳ガイドを検索し、予約を行うことができる

■ 当分の間、社団法人日本観光通訳協会が運用
■ http://www.guidesearch.jp/
■ ２００９年６月１日現在 観光ガイド登録者数 １６４人

①通訳案内士情報
の入力

②希望に沿う
通訳案内士の検索

-６-
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通訳ガイドスキルアッププログラム

21

ガイディン
グのための
情報・知識

お
客
様
に
応
じ
た
ガ
イ
デ
ィ
ン
グ

◎○チームワークに対する理解

◎○クレームに対する適切な対処

ー○きめ細かな気配り

◎○外国人観光旅客の統率

対人能力

◎○国際マナー

ー○社会人としての常識社会人とし
てのマナー

接
客
・
マ
ナ
ー
・
ホ
ス
ピ
タ
リ

テ
ィ

◎○外国人観光旅客が興味を持てるプレゼンテーションをする能力

◎○外国人観光旅客の注意を惹く（ニーズに合った）話題を選択する
能力

プレゼン
テーション
能力

◎○宗教、嗜好などの食事制限内容の知識

ー○外国人観光旅客の国民性・文化などに関する理解

◎○ツアー特性に関する理解
担当する旅
行客への
知識と理解

◎○障害を持つお客様対応についての情報

◎○外国人観光旅客の希望訪問場所の最新情報

ー○駅・空港周辺の情報

◎○買い物に関する知識

ー○旅館・ホテルに関する知識

◎○食事に関する知識

ー○特定地域・全国主要観光地の知識

対応レベル
小項目中項目

大
項
目

通訳ガイドスキルアップ・プログラム―標準的研修プログラム―による質の向上 （平成１９年３月策定）

■ 通訳ガイドスキルアップ・プログラムとは、通訳ガイドが実務を行うに当たって必要となる実践的知識を向上させるための
標準的研修プログラムを示したもの。

■ 到達目標を「レベル１（観光地周遊型旅行者に対して、的確なサービスを提供できる通訳ガイドの養成）」、「レベル２（観光
地周遊型に加え、ＭＩＣＥ等特定の旅行目的にも対応した幅広いサービスに対応できる通訳ガイドの養成」と段階的に設定。

◎○けが人・病人が出た場合の対応

ー○交通機関のトラブルへの対応

◎○手配内容の事前の確認

トラブルが起きた
際の対応

危
機
管
理
・対
応

トラブルを未然に
防ぐための対応

旅行業界に関する
知識、理解

ー○死亡者が出た場合の対応

ー○所持品の紛失、盗難時の対応

ー○外国人観光旅客への事前の確認・案内

対応レベル
小項目中項目

大
項
目 21

◎○MICEビジネスの基本的な知識

ー○ツアー造成の仕組みに関する理解

ー○通訳案内士の役割と使命についての正しい理解

◎○変更を要する際の対応、手配内容に関する費用
負担への配慮

変更・追加リクエス
トへの対応

ー○外国人観光旅客を安全に誘導する能力

◎ー旅行業法等についての知識・理解

◎○外国人観光旅客の荷物管理

ー○スケジュール管理

◎○時刻表の活用、国内航空券、JR券、クーポン等チ
ケット類の記載内容の理解、チケット類の管理

ー○旅程表の正しい理解、手配内容の理解・把握

旅程表に沿った旅
行の進行能力

円
滑
な
旅
行
の
進
行
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観光関係人材育成研修

■観光関係人材育成事業（社団法人日本観光協会）

■中小・小規模企業の人材対策事業（中小企業庁）

○中小・小規模企業の「人材」を確保・育成するとともに、現下の厳しい雇用情勢の改善に資するもの。
○平成２０年度第二次補正予算により実施。

今後も成長が見込まれる観光分野において、「観光立国の担い手」を育成。
（１）観光サービス人材育成・・・旅館従業員等の接遇スキルの習得等
（２）高度観光人材育成・・・旅行会社従業員等の企画力アップ、通訳ガイドの専門性向上等
（３）地域密着型観光人材育成・・・地域の観光振興のプロデューサーの養成

■通訳案内業務研修

○目的：通訳案内業従事者や求職者、雇用喪失者を対象として、通訳案内士に求められる観光案内、
旅程管理、ホスピタリティ等の通訳案内業務に必要な知識及び能力を習得、スキルアップを図
り、訪日外国人観光客に対し、より質の高いサービスを行い得る人材を育成する。

○対象事業：通訳ガイドスキルアップ・プログラムに基づいた内容の研修であり、かつ通訳案内士資格
者以外の者も参加資格を有する研修

○対象実施者：通訳案内士法第３５条届出団体、地域限定通訳案内士を実施している道県の観光協
会等→栃木県通訳案内士協会、特定非営利活動法人日本通訳案内士連合、特定非営利活動
法人通訳ガイド＆コミュニケーション・スキル研究会、協同組合全日本通訳案内士連盟、社団
法人日本観光通訳協会、中国語通訳案内士会、関西通訳・ガイド協会、全日本韓国語通訳
案内士会、九州通訳・ガイド協会、沖縄観光コンベンションビューロー

○研修テーマ（例）：ガイディングのための観光地に関する知識・ノウハウの取得、旅行業法・ツアー造
成に関する知識、外国人接遇の基本マナー、トラブルが起きた際の対応 等

○平成２１年度事業額：約２４００万円



通訳ガイド制度周知強化週間

通訳ガイド制度周知強化週間の実施（平成１７年度～）

■目 的 通訳案内士制度の周知、無資格ガイドの排除等を通じた有資格ガイドを
活用しやすい環境の整備

■実施時期 平成２１年２月２日～２月２７日（平成２０年度）

【実施項目（平成２０年度）】
① 我が国の通訳ガイド制度に関する英語、韓国語、中国語（繁体字・簡体字）のリーフレットを全国各地

にある外国人旅行者への対応が可能な観光案内所である「ビジット・ジャパン案内所（２３０箇所）」等に
おいて外国人旅行者に配布

② 国際観光振興機構のメールニュースにより、無資格通訳ガイドが違法であること、平成１８年度より海
外でも通訳ガイド試験を実施していることを、外国旅行業者や政府関係機関等を含む国内外のインバ
ウンド関係者に通知

③ 国、地方公共団体、通訳ガイド団体の連携による、全国の主要観光地における無資格通訳ガイドに
対する個別指導の実施

○地方公共団体、国際観光振興機構、観光協会、通訳ガイド団体、旅行業界、ホテル･旅館業界等の関係者への本周知
強化週間の趣旨説明及び上記実施項目について協力依頼
○「通訳ガイド制度周知強化週間」について観光庁及び国際観光振興機構のＨＰにおいて広く周知

-９-



通訳案内士のあり方検討会に至る経緯（１）

■ 通訳案内士就業実態調査（平成２０年８月）

・登録者のうち実際に就業しているガイドは、専業で１０．２％、兼業も含めて２６．４％
・年間稼働日数は、専業者において１０１日以上が３３．１５％である一方、３０日以下が２８．３％
・年収は、専業者において３００万円以上が２３．２％である一方、１００万円未満が３８．８％
⇒登録者数と実際の活動実態には乖離があることが明らかに。

今後の制度運用を充実させるため、通訳案内士の就業実態等の調査を実施。

■ 通訳案内士のあり方に関する懇談会（平成２０年１１月～平成２１年１月）

増加する外国人旅行者に対応した通訳案内士のあり方を検討するため、関係者の幅広い意見を頂くと共に、意見交換・
認識共有の場の設置を目的として、「通訳案内士のあり方に関する懇談会」を設置。

○メンバー：通訳案内士団体、旅行業者、ホテル業者、地方自治体、ボランティアガイド団体、ＪＮＴＯ、観光庁

○スケジュール： 第１回 １１月１９日 通訳案内士団体からのプレゼンテーション
第２回 １２月１１日 旅行業者、ホテル業者からのプレゼンテーション

第３回 １月２７日 地方自治体、ボランティアガイド団体、ＪＮＴＯからのプレゼンテーション
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■ 観光立国推進基本計画の策定（平成１９年６月２９日閣議決定）

・ 平成２３年までに通訳案内士の登録者数を１５,０００人（地域限定通訳案内士を含む）とする目標を設定
・ 平成２１年４月１日現在、通訳案内士の登録者数は１３,５３０人。このほか、地域限定通訳案内士はＨ２０は５５人が

登録、Ｈ２１は１５７人が登録。

観光立国推進基本計画（抄）
第３ 観光立国の実現に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

３．国際観光の振興
（一）外国人観光旅客の来訪の促進

④外国人観光旅客の出入国に関する措置の改善、通訳案内サービスの向上その他外国人観光旅客の受入れ体制の確保等
通訳案内士試験の海外での実施や平成19年度は４県で実施される各都道府県における地域限定通訳案内士試験の導入等により、平成18年は１０,２４１人

となっている通訳案内士の登録人数を地域限定通訳案内士を含めて平成２３年度までに概ね５割増やして１５,０００人とする。

また、「通訳ガイドスキルアップ・プログラム」に沿った研修の普及促進等により能力の向上を図る。



■ 観光立国推進戦略会議（平成２１年３月１３日）

・通訳案内士については、２点の提言があった。
（１）通訳ガイドの質及び量の充実を図ることが必要
（２）外国人旅行者に対する対応能力と接遇のプロとしての意識を持った人材の育成を進めることが必要。

・訪日外国人２,０００万人時代の実現に向けた提言「訪日外国人２,０００万人時代の実現へ―もてなしの心によるあこがれ

の国づくり（第二の開国）―」を行った。

通訳案内士のあり方検討会に至る経緯（２）

訪日外国人２,０００万人時代の実現へ―もてなしの心によるあこがれの国づくり（第二の開国）―（抄）

○提言
Ⅲ．受入れ体制の整備
１．訪日旅行の容易化と満足度向上
＜当面の取組み＞
６）訪日外国人向け表示・案内

６－４）通訳案内

（現状）

・通訳案内士は「民間外交官」とも呼ばれ、言語障壁を除去するのみならず、我が国の旅行地としての魅力を正確かつ適切な形で外国人旅行者に対し直接伝えるための重要
なソフトインフラである。

・２０１０年１,０００万人の目標に対応するべく、観光立国推進基本計画では、２０１１年までに通訳案内士の数を１５,０００人にすることを目標として定めている。

（課題）
・通訳案内士に関する言語的偏在（特にアジア言語が不足）、地理的偏在（特に地方部のガイドが不足）が指摘されている。
・いわゆるスルーガイドなどの無資格ガイドが問題となっている。
（対策の方向性）
・課題に関する検討を行うとともに、２０２０年２,０００万人時代の訪日外国人旅行者に対応した受入体制の整備の一環として、通訳ガイドの質及び量の充実を図ることが必要

である。
・外国人旅行者に対する対応能力と接遇のプロとしての意識を持った人材の育成を進めることが必要である。
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通訳案内士合格者・累計登録者数推移

（合格率、％）

（合格者数、人）

（登録者数、人）

275 304 288 332 316 507 633 551 634 459 408 347 333 393 392 397 397 316 331 408
789

1137
1905

1558

23692540
29573242

2624

3511
3918

4436
4918

5637
5978

65046783
7244

7604
7922

8356
878090519350

9690

10958

12190

13530

10241

5.3% 5.4% 5.6%

7.2%

10.2%

12.2%

10.3%

7.5%

6.2%
5.2% 5.3% 5.4% 5.7% 5.5%

4.5% 4.5%

21.3%
20.3%

7.2%
9.0%

6.3%

6.0%
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5.0%
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合格者数 登録者数 合格率

※このほか、地域限定通訳案内士はＨ２０は５５人が登録、Ｈ２１は１５７人が登録
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北米, 12%

ヨーロッパ,
11%

アジア, 74%

その他, 3%
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訪日外国人旅行者の増加と通訳案内士登録者の推移

７４７名

１５．２万人

昭和３３年(1958年)

８３５．１万人１．５万人訪日外国人旅行者数

１２,１９０人―通訳案内士登録者数

平成２０年（2008年）昭和２４年（1949年）

北米, 50%

ヨーロッパ,
19%

アジア, 27%

その他, 3%

地域別訪日外国人旅行者数の割合（昭和31年度）

出典 昭和24年、昭和31年、昭和３３年：法務省及び運輸省資料による 平成20年：法務省及びＪＮＴＯ資料による

訪日外国人旅行者数：１１．３万人

地域別訪日外国人旅行者数の割合（平成20年）

訪日外国人旅行者数：８３５．１万人

５５倍

１６倍
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通訳案内士登録者数の推移

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年

タイ語

韓国語

ロシア語

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語

イタリア語

中国語

ドイツ語

スペイン語

フランス語

英　　語

実　施　年
英　　語 フランス語 スペイン語 ドイツ語 中国語 イタリア語 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語 ロシア語 韓国語 タイ語 合　　計

（累　計）

平成１６年 6,417 453 475 405 839 91 64 182 424 0 9,350
平成１７年 6,642 462 486 420 893 94 67 189 437 0 9,690
平成１８年 6,985 473 492 428 1,041 98 67 191 466 0 10,241
平成１９年 7,490 491 506 427 1,164 104 69 193 512 2 10,958
平成２０年 8,353 533 533 455 1,344 110 73 201 584 4 12,190
平成２１年 9,274 582 574 475 1,540 121 79 218 656 11 13,530

観光立国推進基本計画：通訳案内士の登録人数を平成23年までに概ね５割増やして１５,０００人（地域限定

通訳案内士を含む）とする。

※このほか、地域限定通訳案内士はＨ２０は５５人が登録、Ｈ２１は１５７人が登録



訪日外国人地域別割合と通訳案内士の言語別割合

北米, 12%

ヨーロッパ,
11%

アジア, 74%

その他, 3%

英語, 68.5%

フランス語, 4.3%

ドイツ語, 3.5%

中国語, 11.4%

韓国語, 4.9%

タイ語, 0.1%

その他, 7.3%

通訳案内士登録者数の言語別の割合（２００９年４月１日現在）

英語に比べて中国語・韓国語の通訳案内士が少なく、これらの言語への対応が課題。

地域別訪日外国人旅行者数の割合（２００８年）

出典 法務省及びＪＮＴＯ資料による
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３,６３１.７人６５６人２３８万人韓国韓国語

１,５５２.４人２３９万人②中華人民共和国＋台湾

１,９０９.６人
１,５４０人

２９４万人
①中華人民共和国＋台湾
＋香港

中国語

１３１．１人９,２７４人１２２万人
アメリカ合衆国＋イギリス
＋オーストラリア

英語

通訳案内士登録者１人当た
り訪日外国人者数（Ａ／Ｂ）

通訳案内士登録者数

（２００９年４月１日）＝Ｂ

訪日外国人者数

（２００８年）＝Ａ

主な国言語



中国語・韓国語合格者数の推移

455 688 合計

157 182 平成２０年度

221 324 平成１９年度

77 182 平成１８年度

年度

韓国語中国語外国語

中国語・韓国語の通訳案内士の合格者数の推移

289165合計

96525101平成２０年度

150868105平成１９年度

43272214平成１８年度

年度
ソウル計台北香港北京

試験会場

韓国語中国語

中国語・韓国語の通訳案内士の合格者数の推移

合格者数（人）

※なお、地域限定通訳案内士の合格者数については、
平成１９年度、２０年度の合計で、中国語が４８人、韓国
語が２１人となっている

海外試験会場分

合格者数（人）

全 体
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都道府県別通訳案内士登録者数

通訳案内士登録者数（人） （平成２１年４月１日現在）
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※上記の他に、地域限定通訳案内士として北海道で２９名、岩手県で２２名、栃木県で１２名、静岡県で３２名、長崎県で２５名、沖縄県で３７名が登録
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※ ：地域限定通訳案内士実施道県



北海道における外客数と通訳案内士数の推移
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訪日外国人来道者数：北海道経済部観光のくにづくり推進局資料より

（訪日外国人来道者数：人）
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※英語圏：アメリカ、カナ
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ニア ※ヨーロッパ圏：フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語

※中国語圏：中国、
台湾、香港

※地域限定通訳案内士は含まれていない -１８-



平成２０年度地域限定通訳案内士試験の実施状況
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地域限定通訳案内士登録者数（平成２１年４月１日現在）
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-２０-

訪日外国人が単独でも快適に旅行できるための受入環境整備の一環として、インバウンドビジネス全体

をとらえる中で、通訳ガイドサービスも充実させることが必要。

通訳案内士手配の流れ（イメージ）

＜訪日外国人旅行者の旅行手配の流れ（イメージ）＞

訪

日

外

国

人

旅
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海
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ー
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通
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ビ
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ド
ラ
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ド
オ
ペ
レ
ー
タ
ー

<通訳案内士による通訳ガイド>

<ホテルのコンシェルジュによる手配>

：インバウンドビジネスに関して大きなウェイトを占めていると考えられるが、法規制等による
観光行政との接点がないため、通訳案内士の手配等の実態把握が困難

〔 海 外 〕 〔 国 内 〕



ｱｼﾞｱ主要国別インバウンドにおけるガイド等の手配状況

■【団体】（中華人民共和国国民訪
日団体観光客受入旅行会社連絡
協議会訪日団体観光旅行取扱マ
ニュアルに基づき）中国側と日本側
がそれぞれ添乗員を手配
■【個人】なし（商用の場合は日本
側旅行会社が手配）

■【団体】香港側旅行会社が手配
■【個人】個人的なチャンネルで手
配

■台湾側旅行会社が手配（台湾側
旅行会社が在日華僑系土産物店
に依頼し、当該土産物店がガイドを
供給している）

■【大手】韓国側旅行会社が手配
（社員のガイドを派遣）
■【中小】日本側旅行会社に手配を
依頼

主なガイド手配窓口

■（添乗員という形式のスルーガイドの中には）
粗悪な者も多い
■給料を支払わず“ショッピングコミッション”で
生計をたてるスルーガイドを多く登用し、競争を
激化させている
■中国内の通訳案内士資格者は非常に少ない
■商用等での少人数での旅行はドライバーガイ
ドが安価で引き受けている場合がある

■団体はほとんどがスルーガイド。日本語会話
や案内レベルは低い
■香港内の通訳案内士資格者は非常に少ない
■個人は旅行者自身が英語を理解しガイドを必
要としないケースが多い。必要な場合も独自の
チャンネルで安価な無資格ガイドを手配

■ほとんどがスルーガイド。スルーガイドは、日
本留学経験者が多く案内レベルは比較的高い
■スルーガイドは土産物店からの手数料収入
に依存
■一部の大手旅行会社では社員に通訳案内士
資格の取得を推進
■ガイドを手配する場合も、在日中国人の無資
格ガイドを使用するケースが多い

■ほとんどがスルーガイド。スルーガイドは日本
語レベルが低く、文化・習慣の違いで苦労する
場合も
■スルーガイドの日当のうち、５０％以上がチッ
プによるものである
■韓国内の通訳案内士資格者はまだ少ない

ガイドの状況

華僑系旅行会社ネットワークで完結するビジネスモデル
■ホテル、バス等の手配は、日本にある華僑系の旅行会
社が大部分を行っており、低価格・低品質商品が多い

中
国

香港側旅行会社の直接手配で完結するビジネスモデル
■ホテル、バス、ガイド等の手配は直接香港側旅行会社が
行うことが多い。
■個人旅行はマーケットが成熟しており、富裕層ですら旅
行会社を通さず個人で手配するケースが多い

香
港

華僑系土産物品店とタイアップしたビジネスモデル
■バス、ガイド等の手配は直接台湾側旅行会社が日本に
ある華僑系土産物店に依頼
■独特な台湾コミュニティのため日本側旅行会社が入り込
む隙がなく、ホテルの手配のみとなるケースが多い

台
湾

韓国系旅行会社ネットワークで完結するビジネスモデル
■ホテル、バス、ガイド等の手配は直接韓国側旅行会社が
行うことが多い。一部の大手旅行会社は日本に支店を設け
手配をしている
■中小旅行会社は韓国にある日本専門の手配会社や日
本にある韓国系手配会社を通して手配している
■ピークシーズンのホテルが取れない時のみ日本の旅行
会社に依頼する場合が多い。

韓
国

インバウンドビジネスの特徴

株式会社ＪＴＢエイティシー、ＮＰＯ法人アセアンインバウンド観光振興会、ＪＴＢＧＭＴの資料を基に作成
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ガイドの料金

■対応言語：英語、独語、仏語、西語、伊語、中国語、韓国語、露語、ポルトガル語、タイ語

■職種： 観光案内（日本全国）、ショッピング、空港送迎、添乗業務、イベント等のデスク業務

■料金：内容、拘束時間、ガイドのランク（Ａ級～Ｃ級・事務局認定）等によりますので、ご相談下さい。
ガイド料金の他に、交通費（実費）、食事代、通信費、入場料、拝観料等が必要です。又、早朝、深夜及び勤務時間が所定の時間
をオーバーした場合は超過料金となります。

■料金について
当(社)日本観光通訳協会は無料の職業紹介事業の法律により、料金や見積書を提示することが出来ませんので、ガイ

ド料金につきましては、ガイドと依頼主との間で相談ということになります。
しかしながら、料金が不明のままでは、依頼が出来ませんので、事務局で依頼内容を確認の上、概算でお知らせしてい
ます。なお、依頼先及び会員から一切の手数料の受領は行いません。

観光通訳の場合（料金の目安）
１日（８時間まで） 25,000円 ～ 45,000円くらい（平均30,000円）
半日（４時間まで） 20,000円 ～ 30,000円くらい（平均20,000円）

（社）日本観光通訳協会ＨＰより抜粋

Ｂ級として満２ヵ年を経過し、就業日数が180日以上になると、Ａ級の有資格者になる。Ａ級に限り６月と２月
の年２回、必要書類を格付け審査委員会に提出・審査を受け、合格しなければならない（原則としてI.C.T経
験10回以上）
＊I.C.T:INCLUSIVE CONDUCTED TOUR(全行程に亘り、同行するグループ旅行）

Ａ級

Ｃ級就業日数が60日を超え、就業開始日から満１ヵ年が経過すると、Ｂ級に移行する資格が得られるＢ級

JGAに入会１年未満。就業日数60日以下Ｃ級


